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オーナー送⾦精算登録



ここでは、「オーナー送金精算」の登録方法について説明していきます。	
まず、マイページへログインして、メニューバー内の「オーナー精算」をクリックして	
オーナー精算画面に移動します。
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送金精算を行うオーナーと対象年度・対象の月を選択して「選択する」ボタンをクリック
します。
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送金精算の対象となる物件が表示されています。	
精算登録を行いたい物件の「登録画面」ボタンをクリックすると登録フォームに移動しま
す。
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まずは、オーナーに送金を行う日付を「送金日」の欄に入力します。	
※送金日は該当精算月の締め日として取り扱われます。
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次に家賃の精算になります。	
「家賃入金の部」には精算の対象年月、もしくはその前月に「発生」または「入金」があっ
た家賃が表示されます。送金対象にしたい家賃にチェックを入れていきます。
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精算対象としてチェックを入れた賃料の総額は「送金対象家賃総額」の欄に自動で計算さ
れます。	
物件情報で管理料率を設定しておくと「管理委託報酬額」も自動計算されます。
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次に、家賃以外の収入項目やオーナーへ請求（差し引く）する支出項目を登録します。	
※費用区分のボタンで管理会社から見て「売上」か「原価」かを設定できます。
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同じように「支出の部」について精算を行う対象の項目にチェックを入れていきます。	
※「発生日」もしくは「精算日」が精算対象月とその前月である支出項目が表示されてい
ます。



「管理業務委託料の登録」で「金額」を入力します。	

※管理料率定している場合、管理委託報酬額を自動計算して入力されます。	
※管理委託報酬額に消費税をかけた額が反映されるため、設定を変更する場合は物件情報
から変更してください。
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物件情報で「固定費用」を登録していると、「管理固定費用を登録」が表示されています。

※固定費用の「区分」を【変動】にしている場合は金額がブランクとなっていますので、
当月の請求金額を入力してください。
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連絡事項や備考がある場合は、「コメント」欄にご入力ください。	
差引額が送金額を上回る場合は振込先口座をご登録ください。

オーナー送金精算登録



これで物件個別の送金精算登録は完了です。精算登録が完了すると各物件の精算結果が表
示されます。	
また、「明細出力」のボタンから物件毎の精算明細を出力出来ます。
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対象オーナーのすべての物件についての精算情報は「月次収支報告書」の出力ボタンから
作成・出力することができます。
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